
90 Electrochemistry

１　投稿論文の種類と内容

a 投稿論文は，電気化学または工業物理化学の分野に
おける研究成果を英文または和文でまとめたもので，
下記の種類のいずれかとする．
① 報文：価値ある結論または事実を含む独創的な成
果をまとめた論文．
② 技術報文：工業技術に直結した新しい知見，価値
あるデータ，方法などをまとめた論文．
③ ノート：断片的ではあっても新しい事実，価値あ
るデータ，方法などをまとめた原則として刷り上が
り３ページ以内の論文．
④ コミュニケーション：新しい事実，価値あるデー
タ，方法などを含み，速報性を要する原則として刷
り上がり３ページ以内の論文．
⑤ 総合論文：すでに公刊または投稿された論文数報
の内容を，新しい見地からまとめた論文．
⑥ 総説：ある分野の研究動向を，広範な文献調査に
基づき，現状と将来展望の視点からまとめた論文．

s 総合論文および総説以外は，その内容がすでに公刊
されていないものに限る．なお，本誌のコミュニケー
ションまたは他誌のこれに相当するものとしてすでに
掲載された内容をさらに充実させ，本誌に報文または
技術報文として再投稿することは妨げない．

２　投稿原稿の提出および審査

a 著者は，本規定および別に定める投稿の手引にした
がって原稿を作成しなければならない．これらに反す
る原稿は受理しない場合がある．

s 著者は，投稿票と論文原稿（図表写真を含む）を，
電子ファイルとして電子メールで下記宛に送付する．
edit@electrochem.jp

d 著者は，投稿票２部と論文原稿３部（図表写真のオ
リジナル１部とその鮮明なコピー２部）を下記宛に送
付することもできる．
〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-30
アルス市ヶ谷202 電気化学会　「編集委員長」宛

f 到着日をその論文の受理日とする．
g 提出された原稿は，その論文が不採択となった場合
を除き返却しない．

h 論文の採否は編集委員会の議により決定する．

j 編集委員会は著者に論文内容の訂正を求める場合が
ある．訂正を求められた原稿が返送日より２ヶ月以内
に再提出されない場合は，投稿を取り下げたものとみ
なす．

k コミュニケーションとして採択された場合には，著
者の希望により印刷物として発行される以前に，採択
論文を本会ホームページ上に掲載することができる．

３　著者校正

会誌掲載に際しては，著者校正を１回行う．この際，
印刷上の誤り以外の字句の修正，挿入，削除は原則とし
て認めない．校正刷りは受取後48時間以内に校正し，
返送する．

４　掲載後の内容訂正

編集委員会が認めた場合には訂正記事を掲載すること
ができる．掲載料は別に定める．

５　掲載料，別刷

投稿論文が本誌に掲載されたときには，著者は別に定
める掲載料を支払わなければならない．著者の一人以上
が本会の個人会員，学生会員又は名誉会員の場合には掲
載料が割引される．著者には当該論文の別刷100部が無
料進呈される．なお100部を超える部数を希望する場合
は，別に定めた別刷料金により別途購入できる．

６　著作権

掲載された論文の著作権は，社団法人電気化学会に属
するものとする．

付　則 この改正は平成21年１月１日より施行する．

制定　昭和44年９月８日理事会承認　
改正　平成１年９月12日理事会承認
改正　平成８年11月12日理事会承認　
改正　平成10年９月４日理事会承認
改正　平成14年９月６日理事会承認
改正　平成20年９月18日理事会承認
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